
 

 

平成２５年度第３回小金井市環境審議会会議録 

 

１ 開催日 平成２５年１１月２８日（木） 

２ 時 間 午後２時００分から４時００分まで 

３ 場 所 前原暫定集会施設２階Ｂ会議室 

４ 議 題 (1) 前回の会議録について 

(2) 平成２４年度版環境報告書（案）について 

(3) その他 

５ 報告事項 (1) 小金井市内の空間放射線量測定について 

      (2) 小金井市環境基本計画改訂について 

      (3) その他 

６ 出席者 (1) 審議会委員 

  会 長 南  道子 

  副会長 福士 正博 

  委 員 長森  眞、石田  潤 

      伊藤 順雄、福居 治夫 

      大堀百合子、木下 隆一 

      寺田 昭彦、三宅 玉雄、 

(2) 事務局員 

  環境部長    中谷 行男 

  環境政策課長  石原 弘一 

  環境係長    碓井 紳介 

  環境係主任   中澤 秀和 

  環境係副主査  荻原  博 

  環境係副主査  飛田 幸子 

  環境係     板本 絹代 

(3) 説明員 

  株式会社サンワコン 桶谷 治寛 
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南会長  ただいまから開催させていただきます。本日もよろしくお願いしま

す。 

 では、議題に沿って事務局のほうから資料説明をお願いします。 

碓井係長  本日の資料ですが、４点ございます。まず資料１、審議会会議録で

す。あと、期間が短かった関係で当日配付になって大変申しわけなか

ったんですけれども、要約版の議事録、資料１－２です。環境報告書

（案）ということで資料２、資料３が小金井市内の空間放射線量測定

結果、資料４－１、小金井市の環境に関する市民アンケート調査結果

（概要速報版）、資料４－２、事業者・市民団体ヒアリング等実施状

況（Ｈ２５／１１／２１現在）。以上になります。足りないもの等あ

る方いらっしゃいましたら、お声かけをお願いできればと思うんです

が、皆様大丈夫でしょうか。 

南会長  ありがとうございました。 

 では、次第に従いまして、議題（１）前回の会議録についてですが、

全員目を通していただいたと思いますが、訂正等ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。では、何もないということで、承認ということ

でお願いいたします。 

 では、次に（２）平成２４年度版環境報告書（案）についてですが、

事務局のほうから何か説明ありますでしょうか。 

碓井係長  それでは、説明させていただきます。 

 平成２４年度小金井市環境報告書（案）ということで報告書ができ

ましたので、本日の審議会でご審議を願えればと思います。前年度の

主な変更点の部分だけになるのですが、かいつまんでご説明させてい

ただければと思います。 

 まず、８ページから１１ページの第２章環境啓発事業というところ

ですが、こちらは昨年度、審議会のほうからもう少し市民の活動に目

を向けてほしいというご要望をいただきまして、そこまで大きな変更

ではないのですが、環境講座につきまして、昨年度までは幾つかピッ

クアップして掲載させていただいていたんですけれども、行われたも
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の全てについて掲載させていただくという形をとらせていただきまし

た。こちらが１点目になります。 

 ２点目ですけれども、こちらも昨年度の審議会からいただきました

ご指摘をもとになんですが、１３ページから３２ページ、こちらの基

本計画の取り組みの進捗状況というところですけれども、こちらの年

度ごとの実績の部分について、これまでは現年度分、すなわち今回で

いえば平成２４年度版の環境報告書になりますので、平成２４年度分

ということになるんですが、現年度分のみを掲載していたんですけれ

ども、昨年度、審議会のほうから３年度ごとの計画年度分を全部載せ

ることはできないのかというご指摘をいただきまして、今回から現年

度分とあわせて前年度分についても掲載をさせていただくことといた

しました。 

 すなわち今回の環境報告書につきましては、平成２４年度分の実績

とあわせまして、前年度の平成２３年度の実績も載せさせていただい

ております。計画年度は、今行われている計画が２３年度、２４年度、

２５年度の３年度間になりますので、通常でいきますと、来年度につ

いては２３、２４、２５の３年度間を掲載する形になるかと思うんで

すけれども、今回、この作業をやっている中で字がちょっと小さいな

という印象をお持ちになった方もいらっしゃるかと思うんですが、ス

ペースの関係で２年度分が限界かなという印象を持っておりまして、

今後につきましては２年度分を掲載していくという形で、前年度分と

今年度分を比較できる形で掲載させていただくという形で考えさせて

いただければと思っております。 

 最後の３点目は、前回、実績等の報告をさせていただく際にもご報

告させていただいたんですけれども、６７ページから７０ページのグ

リーン購入について、前回審議会の際の報告と同様、グリーン購入可

能額という概念を入れたものに改めさせていただきました。 

 主な変更点としては以上になります。よろしくお願いいたします。 

南会長  ありがとうございました。 

 では、ただいまの説明に対して何かご意見、ご質問ありますでしょ

うか。 

石田委員  私自身が言い出したことでもあるんですけれども、通常業務かどう
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かの区別を見ているとほとんど○で、中には○じゃないかと思うんで

すけれども、２３ページのヒートアイランド対策の緑化のところで、

中身から見ると、ほかがついているのにここに○がついてないのはお

かしな気がするんですけれども、これは担当部署に任せてそのまま取

り上げているから、その部署の解釈でついたりつかなくなっていると

いう可能性がありますよね。 

碓井係長  その点については、通常業務と通常業務でないものの概念は当然説

明は行っているんですけれども、その説明を行った上で、あとは各課

の担当の判断でつけておりますので、こちらの校庭の芝生化ですとか、

屋上緑化、壁面緑化につきましては、予算の関係もございまして一気

にできるというものではないので、徐々に徐々に何年間をかけて行っ

ていくんですけれども、ただ、その辺は何年後になるかは別として、

終着駅は見えておりますので、全部終わってしまえばこれはなくなっ

てしまうものになりますので、通常業務という解釈をしてないんじゃ

ないかと思われるんですが。 

石田委員  わかりました。 

 あと、これ、こういうつくり方をしないとまずいよと申し上げた最

大の理由は、今やっていることをそのまま継続すればちゃんとうまく

いくと。予算が回ってきて、今のような話も含めてやっていけばいい

ものと、中心になるのはやっぱり環境の管理をされる環境政策課だと

思うんですけれども、方針を出して新たに提案するような形を事務局

が洗い出す必要があるから、こういう形で切り分けたらと申し上げた

んですけれども、今のままの選択肢でいくと、どうも重点項目を洗い

出すということがうまく働いてないようなんです。 

 じゃ、具体的にと言われたら、私も今これをいただいてから考える

時間があまりなかったんですけれども、来年度、再来年度、特に今計

画の見直しをやっていますね。その中には通常よりきちっとやってい

ればいいものと、そういう計画を立ててやらなきゃいけないものの識

別をするようにしてもらわないと、私のようなことをいつまでも言う

人が出てくると思うので、その辺、対策を講じられるようにされたら

いいと思うんです。 

 実際やるときは環境負荷というものを調査して、どれが重いか。こ
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れは直さなきゃいけないとかいう数字的な目標を立てて、それに対し

て立てていくのがいいんじゃないか。ＩＳＯ１４０００なんかも具体

的にそういうやり方をやるわけですけども。それがないと、単に項目

だけ並べて、確かに環境にかかわる項目だからやっています、継続し

ていますというだけになっちゃって、世の中を変えていく、要するに

環境マネジメントシステムというのは世の中を改善していく提案の形

をつくるのが目的だから、今の計画はあと２年ぐらいあると思うんで

すけれども、このままだとなかなかうまくいかないように思います。 

 次回の計画を立てるときは、そういう形ができるような構図をつく

るように依頼される側に対してはっきり言っておかないと、１０年た

ってもやっていることは第１次の１０年と変わらないことになってい

くかと思いますので、ぜひその辺、要求事項として出していただくと

いいのかなと思うんですけど。 

 うちだけがやらなければではないと思うので、いろいろな市はやっ

ているんです。例えば三多摩地区のいろいろなところでやっておられ

ると思うので、こういうふうに変えるほうがうまく進みますよという

提案を出してもらえるようにしたらいかがかと思うんですけれども、

どうでしょうか。 

石原課長  この保全実施計画の中でいつまでに何平米にするであるとか、何校

やるというところが出てないことから、そういう通常なのか、どんど

ん増やしていかなきゃいけないものかよく見えてこないというお話に

なってくるのかなと思っております。 

 例えば先ほどの校庭の芝生化ですとか、屋上の緑化、壁面緑化につ

いても、学校の中、教育のビジョンを持っていて、いつまでにどれだ

けの学校を芝生化するであるとか、壁面緑化をやるという数字は持っ

ております。ただ、その数字が環境基本計画の中に位置づけられてい

ないもので、教育委員会の中で位置づけられているものなので、ここ

には出てこないというところがあります。 

 最近つくっている市の根本的な計画の基本構想であるとか、前期基

本計画などについても原則として全て数字を出して、その計画年度内

にどれだけできるかという目標値を持って計画を進めていくという、

上位計画もそういうつくりになっておりますので、環境基本計画もそ
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のあたり、平成１７年につくったものについては初めて環境管理計画

から環境基本計画になったというところで、目標設定というところが

ちょっと手探りで、ファジーになっていったところがあると思います

ので、今回の見直しの中では目標設定というものをもう少し具体化し

ていかなければいけないと考えております。 

石田委員  よくわかりました。結構でございます。 

南会長  ほかに何かありませんか。 

長森委員  前回のときにちょっと発言した内容になるんですけれども、資料編

６６ページの一番上の温暖化対策の推進に関する削減目標について、

基準年に対して１５.５％の増加という話です。これは前回、私のほ

うから、これでは目標を達成できないんじゃないかという話をしたと

ころ、これは一応そういう問題意識を持っていて、これを何とか極力

近づけるように努力したいというお話があったと思うんです。 

 しかし、この報告書をつくるに当たって、報告書の中で淡々と、平

成２４年度は基準年の１８年に対して１５.５％の増加でしたという

ことで表現されてしまうと、これでしようがないんだというニュアン

スがありまして、全体のこの報告書についてはそうなんですけれども、

これでは到底目標が達成できないから、こうしないといけないんだと

いう問題意識とか、これは目標に追いついたんだから、今回はやむを

得ないんだという評価とか、そのあれより一歩踏み込んで、目標はど

うだったのか、努力が足らなかったのか、それとも目標が間違ってい

たのかということとか、この結果についてどう評価して、今後どう取

り組むかということについてある程度触れていかないと、環境報告書

の報告としてはちょっと足りない分があるんじゃないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

荻原副主査  ご指摘のとおり、ただの結果しか報告に載せていないので、どうし

てこういう数字だったのかという解説をもうちょっと入れていきたい

と思います。 

石田委員  今の憶測してですけれども、１つは、今まさに長森さんがおっしゃ

ったとおりのことで、説明として、例えばこうばっと聞かれたときに、

増えた理由は２つあるはずなんです。 

 １つは、原子力発電をやめちゃって、比率だけ上がっていますから、
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それが何％上がったのか。実際に消費量は何％上がったのか。これは

市民交流センターとかなんかできたから増えていると思うんです。そ

れなので、ぱっと概算数でもいいから言っていただくと、我々は安心

するんですけれども、指摘されてから調べますになると大丈夫かなと。

つまり削減に対する対応を本当にとっているのかなと思われちゃうの

で。 

荻原副主査  なぜこういう数字が出たかというのは把握はしています。それを報

告書に載せていないだけであって、そういうコメントというか、解説

を入れていきたいと思います。 

石田委員  少しあったほうがいいと思います。 

 それともう一つ、ここで出たのでちょっと伺いたいんですが、昨年

度までは１８年から２３年までずうっと書いていたんですけれども、

削ったのは何か理由があるんでしょうか。 

荻原副主査  新しい実行計画は２３年度から２６年度までの計画なので、２３年

度から掲載しました。 

石田委員  しか載せてないということでしょ。 

荻原副主査  あと、１９年からずっと載せてしまうと、入り切らないというのも

あります。 

石田委員  以上です。これに関してはわかりました。 

南会長  ほかの方いかがでしょうか。 

長森委員  これも内容にどこまで絡むかどうかわからないんですけれども、１

７ページです。生産緑地の保全に関する部分ですけれども、２４年度

について生産緑地の保全、追加申請が１件ありましたよという話があ

るんですが、生産緑地の保全という言葉を使われる場合、イメージと

してはそれでは減った分はないのかという感じを。生産緑地をこれで

見ますと、追加申請は２件とか１件とか、ぽつぽつある。したがって、

どんどん増えているというふうに見るのか。おそらくそうじゃないと

思うんです。関心があって、なぜここに挙がっているかというと、生

産緑地は全体としてどうなっているかについての全容を知りたいとい

う部分があると思うんですが、こういう書き方でいいのかなと。 

石原課長  ご指摘は十分理解いたします。これは確かに長森委員ご指摘のよう

に、追加があるんですが、相続などで売られて削除されている部分も
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ありますので、ここに出ている面積が増えているだけで、減っている

ものはないということではございません。このあたりは取得に努め、

公園都市整備はかかるというプラス部分だけを事業の内容としている

ので、プラスの部分だけをちょっと書き入れているという面がありま

すので、このあたりにつきましては何らか補足的なことができるのか

どうか検討させていただきたいと思います。 

南会長  ほかにいかがでしょうか。 

石田委員  もう一つ、内部監査に関して報告がどこかにありますよね。見つけ

られない。何ページでしたっけ。内部監査自身の報告がどこかにあっ

たと思うんですが、違いましたっけ。ホームページだけでしたっけ。

改善されたものとか何とか、内部監査自身の報告書って何ページかに

載っていませんでしたっけ。 

碓井係長  内部環境監査の報告につきましては、３７ページに記載がございま

す。 

石田委員  これですね。内部監査に関してよい点を挙げた方がいいということ

を以前申し上げて、最初の年は１件か２件で、今増えてきているとい

う感じがするんですけれども、これはいいものを挙げなさいというこ

とをすることで前向きというか、より積極的な取り組みにはつながっ

ている結果かなと私としては感じているんですが、その辺どういうぐ

あいに考えられていますか。 

 どういうぐあいって、つまりネガティブなもの、マイナス面ばかり

強調するようなこと、やればいいこと、こういういいことをやってい

ますよということをできるだけ取り上げたほうがより運動は広がって、

だからということでみんなもやる気になる。去年よりはこう、２３年

の報告よりは２４年の報告の数は随分いいものが増えているんですけ

れども、そういう意味で効果はあったのでしょうかという質問ですけ

れども、どう思われますか。 

碓井係長  私個人的な話で恐縮なんですけれども、２４年度、２５年度、監査

は本年度２回目を担当させていただきまして、確かに意識は格段に上

がっているなというのは、全体的、総体的に見て感じます。要は平均

点としては上がっているというんですかね。その中でさらに前向きに、

今おっしゃっています、その中でも特によかったところについてはど
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ういうところがよかったのかという部分を掲載させていただくという

形で、今年度からの分を掲載させていただきました。 

石田委員  １つ、マネジメントシステム自身の中に監査は７月にやって、８月

にマネジメントシステムの見直しをやるとここまで具体的に書いてい

ると困るんじゃないかと思うんですけれども、明記しているので。こ

の内部監査をやったのは記録があるのでわかるんですけれども、マネ

ジメントシステムマニュアルでいくと、１５ページにマネジメントシ

ステムの見直しってあって、７月に監査をやるという前提だと思うん

ですけれども、８月に報告して改善点を提案するという形になってい

ますけれども、この辺のことは書かれてないように思うんです。 

 トップがこの監査結果に対してどう評価したか、それに対して最終

的にその決断をするのは、この場合は市長になるわけですから、そこ

を通して必要なものは、例えば制度を変える、条例を変えるとか、予

算を出してもらうとかいうことはあると思うんですけれども、そうい

うぐあいにルールとして決めているんですけれども、その辺はやって

いるなら明記すべきだし、やってないんなら、それはできるように直

すか、内部監査をやってから１カ月後に市長に報告して、その時点で

マネジメントシステム見直しという方法論がうまくいかないのであれ

ば、実態ですね、例えば予算時期に合わせなきゃいけないとか、市と

しての全体スケジュールに対して見直さなきゃいけないんなら、ここ

は問題なくやっていれば報告は変える。制度的にタイミングが合わな

いんならルールのほうも見直すということをやったほうがいいと思う

んです。 

 報告はされて、報告してないということは絶対ないと思うんですけ

れども、単に報告じゃなくて、こういう改善の提案とか、いろいろな

ものを含めてやって、それがどうなったかというのは書いてはないん

ですけれども、どうなんでしょう。 

石原課長  こちらは内部環境監査のマニュアルではたしか７月実施となってい

るんですけれども、内部環境監査委員の日程調整などをすると、大体

８月ごろが調整がつきやすいということで、実態としては８月に実施

するというのが定型化してしまっております。改善点とすれば、実態

がそれで、７月にやれる余地がないということであれば、システムに
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しても７月実施でなく、８月実施にすべきなのかなと思っております。 

石田委員  私が伺ったのは、内部監査の時期は７月といっていて、実は８月に

なっている。それは運用上特に問題ということじゃなくて、内部監査

が終わったことで、マネジメントシステムの見直しだから、極端に言

うと、今後、環境マニュアルでやっている方法論自身がいいかどうか

見直さなきゃいけない。あるいは予算をつけて、来年度の予算に手を

打たなきゃならないために提案をしなきゃいけない。それから、条例

等の改定をしなきゃいけないとか、そういったものに対して必要です

から、こういう形に変えますということを最高責任者である、この場

合は市長になるわけですけれども、言って改善をした。 

 もちろん改善するのに何にもなかったということも当然あり得るこ

とだと思うんですけれども、それはそれでいいわけです。報告した。

改善の必要はないということをちゃんと最高責任者に言って、今のま

まのシステムでやるということになったら、それはそれでいいと思う

んですけれども、その報告が計画上は普通だったら必要だというぐあ

いに思うんですけれども、それがないので、多分やられているとは思

うんですけれども、変えたほうがいいんじゃないかなという気もした

ので。 

石原課長  前回の報告書は報告をし、となっています。 

碓井係長  それは前回の審議会の際に報告しました。 

石原課長  市長への報告については、こちらの環境報告書には添付していない

んですけれども、各課回った状況がわかる一覧表をシートとして用意

して、それについて市長のほうにこういった不備があった、こういっ

た留意点があったということを報告いたしました。 

 こちらの事務局側としては、内部環境監査を全ての部局に対してや

っていく中で、前年、内部環境監査の監査委員になった事務局が次年

度の監査対象課になるというところもあるので、形式にこだわり過ぎ

ているところはあるのかもしれないんですけれども、ちょうど来年度

で教育委員会までの全ての部局が二回り終わるというところがありま

すので、それまでは同じ視点で見るということを３年度間続けたいと

いうことを申し上げて、３年度間で全部局を回るというのを５年目ま

でいきまして、来年で６年度目ですので、それをもって、また最初の
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部局に戻るので、そのタイミングで改善をしたいというふうに申し上

げているところでございまして、具体的にどこを改善したいとか、そ

のあたりのところまで長に報告して諮っているという実態までは及ん

でいないのかなというところはあります。 

 予算的なところは、１０月末ぐらいが予算の編成作業ですので、そ

れと８月末、まだ予算編成作業が実態的に着手されてない時期にそう

いった部局を回っている中で、１０月の予算編成時期に近い時点で内

部環境監査をするというところで、予算編成作業に内部環境監査で受

けた指摘点が反映されやすい時期に内部環境監査ができていくという

ふうに考えております。 

石田委員  わかりました。見直しというのは大事なことなので、ちゃんと報告

して、最高責任者に言ったというのは入れておいたほうがいいんじゃ

ないかというふうに私は思ったので、つまりシステムがちゃんと動い

ていますというあかしになるわけです、それは。不備を指摘している

わけじゃなくて、やっているはずだから、ちゃんと報告として結果を

書いておいた方がいいのではないかというのが趣旨なんですけれども、

いかがでしょうか。 

伊藤委員  個々の内容については、この資料の範囲が広くて、どこから目をつ

けていいか私にはよくわかりませんが、６ページと７ページを見ても

らって、この報告書を作成するには相当な時間と小金井の各課あたり

全部取り組んできたわけでございますけれども、結局それでこういう

報告書があって、こういう点を努力したい、こういう点はちょっとま

ずいんじゃないかとか、こういう点はまだポイントから外れているん

じゃないかといろいろ出てくると思いますけれども、７ページの一番

下の６番目、こういう報告書ができて、次年度はどうするか、どこに

ポイントを置くかということを環境審議会としては、これやってほし

い、あれやってほしいということを各課に指導しているのかどうか。 

 ただ、これを出しました、これについていろいろ各課に関係がある

から考えてくださいということじゃなくて、各課全体でこういう会合

を開いてもらって、この点はこうしたい、あの点はこうしたい、予算

面はこうだとか、そういうことを今までやっているのかどうか。ある

いはこの報告書を出して、報告はこうだから、皆さん読んで、各課勝
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手にやってくださいということではないと思うんです。その辺は何か

実際にやっていることがあればお願いしたいと思います。 

石原課長  この環境報告書をつくるまでに当たって、環境審議会にお出しする

前に、庁内で環境基本計画推進本部という環境施策をやっている課の

課長職が委員になっている会議がありまして、その中でもこういった

内容で公表されることに問題がないかという確認をしていただいてお

ります。また、その後、市の部長会にもこの修正された報告書は上げ

て、これで環境審議会に出すということもご了解いただいています。 

 それから、予算についても予算編成説明会において、基本的には財

政部局のほうで予算に対する方針などを説明するんですけれども、そ

の中でも企画部門、環境部門については、予算の中に方針として反映

してもらいたいものもあるだろうということで、全体の市の計画に対

する位置づけは企画政策課から、環境面に対する施策の充実に関して

は環境政策課から、予算に反映していただきたいものとして光熱水費

を減らすであるとか、環境にやさしいものを買う、環境にやさしい施

設をつくっていただくということは予算を編成する前に説明して、そ

れに基づいて各課で予算編成作業に取り組んでいただいているという

ことをやってございます。 

 以上です。 

南会長  ほかにいかがでしょうか。 

三宅委員  今のご回答なんですが、確認させていただきたいんですが、次年度

の予算要求時期というのはいつなんですか。 

石原課長  次年度の予算要求時期は１０月末を締め切りにしております。 

三宅委員  次年度の予算要求の今年度の作業というのは既に終わっているわけ

ですね。 

石原課長  編成作業については終わっております。 

三宅委員  そうしますと、今回ここで審議して、さらに必要性があったものに

ついては次年度にどうやって反映されているんですか。この前も私は

ご質問したんですが、６ページ、７ページは流れとして完結してない

というか、できてないんじゃないかと思っているんですが、その辺の

修正とかはどうお考えになるのかもう少し詳しく教えていただきたい

んですが。 
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石原課長  今、三宅委員からご指摘いただいた点は、環境報告書のつくり方と

して市議会のほうでも過去に指摘をされてきている点です。市の決算

についても過去に、１２月に決算を審査している中では前年度の施策

の予算反映ができないという反省点もあって、決算の審査も予算編成

前の１０月初旬には終わらせるという形で、市の前年度の施策の点検

自体が前倒しになってきているという現在の状況があります。 

 環境報告書についても決算審査の時点の１０月初旬には既に完成し

て、議会などにも配付されて、それをもとに前年度施策の反省点を市

議会から指摘を受けて、予算編成に反映されるべきだという指摘があ

るところでございますので、三宅委員のご指摘はごもっともな点だな

と思ってございます。 

 しかしながら、この報告書の作成着手時期については、４月、５月

時点から各課のほうには動いてもらっておりまして、我々部局で指摘

できる点については、各担当課は次年度の予算編成に対してどういう

ふうに取り組んでいかなければいけないかということは感じていただ

いているかと思いますけれども、環境審議会からご指摘いただいた点

については、まだ予算の編成が完全に終了したわけではございません。

今も財務当局では、どういった予算として来年度予算をつくるかとい

う作業をしているところでございますので、この中でいただいた重大

なご指摘については、反映できるところについては、まだ可能性が全

てなくなっているということではないということでご理解いただけれ

ばと思います。 

石田委員  こういうコメントをするのは本当はよくないんですけれども、６番

に関して、これは前言ったような気がするんですけれども、次年度以

降というぐあいにして、幅を広げておいたほうがいいんじゃないかと

思うんです。それは逃げるという意味じゃなくて、１年で終わるもの

とは限らないですね、予算って。だから、今年度に予算として提案し

たとしてもはじかれることは当然あるわけですから、次年度以降、つ

まり次年度及びそれ以降というふうに、中に確実に反映していきます

というニュアンスにしたほうがいいじゃないですか。 

 今みたいにどうしても１１月、１２月にならないと仕上がらない。

実態としては困らないのかもしれませんけれども、あまり逃げ道をつ
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くるような表現は決してよくないんですが、あくまでも筋論でいうと、

次年度に限らず何年もかかる予算もあるから、次年度以降に反映する

というのも一つの考え方かなという気がしますけど。あまりこれは悪

い使い方をしないようにしていただきたいんですけれども、考えとし

てはあり得るんじゃないかと思います。あまりよくないですか。 

南会長  そのほかにいかがでしょうか。 

三宅委員  先ほどのご回答の続きなんですが、そうしますとこの評価結果とい

うか、実際の進捗状況をご確認の上、次年度要求にそれを反映されて

いるというご回答ではなかったと思うんですけれども、具体的にどん

なことを反映しているのかというのを、できれば項目ごとにご説明い

ただけると。これだけ見ているだけでは何とも言えないと思うんです

が、その辺はいかがでしょう。 

石原課長  石田委員のは実施計画の中で通常というのと通常でないのと切り分

けたというところにも関連してくるのかと思うんですが、通常と書か

れている○がついているものが多いという、市の環境施策に対する全

般的な取り組みの状況がございまして、来年度初めて環境固有の予算

をつけていかなければいけないのかというふうに新たに考えるもので

はなく、例えば環境にやさしい消耗品であるとか、施設を建てるとき

には自然再生エネルギーを利用するであるとか、雨水を活用するであ

るとか、そういった考え方については以前からずっと示しているもの

でございますので、来年の予算の中でどういった部分を環境配慮しな

ければならないかというところは十分浸透していると思っております。 

 その中で、例えば昨年度の大きな変化の中では、電力の契約を東京

電力１社との契約からＰＰＳの電力に切りかえて、排出係数が少なく、

また価格も安いのに切りかえたということもやっておりまして、そう

いったものは１０月の当初の段階では、確定的にそれで来年当初から

いくということはなかなか準備が整わず、予算編成作業をしている最

中にも、どうにかしてそういう新しい取り組みを入れられないかとい

うことは続けていっている小金井市の環境に対する施策の推進状況で

ございますので、ちょっととりとめのない話と思われるかもしれませ

んが、各課からも今も環境に関する来年度予算への相談なども受けな

がら、環境政策として市の環境施策が進んでいくようにやっていると
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いう現状でございます。 

伊藤委員  それは予算の関係もあろうと思うんですけれども、これまで、例え

ば各部局からこうしてほしい、ああしてほしい、これをやってほしい

ということがいろいろ出てくると思うんだけれども、それを全部聞い

て、全部の部局が満足することはなかなかないと思うので、年次ごと

に、例えば３年計画で、部局をまず３つか４つぐらい定めて、この要

求が出たことについて、今年度はこれ、次年度はほかの３つの部局と

いうふうにやらないと、毎年毎年同じようなところで要求が出て、大

体適当に予算を組む。そういう意見を出したものには満足しないと思

うんだけれども、年度ごとに重点目標を決めて予算を措置するという

ことは今までやってきたことはないですか。 

石原課長  重点のつけ方というのは、いろいろな考え方があるのかなと思って

おります。例えば福祉分野だけに重点的に予算を配分するという重点

の仕方もあろうかと思いますけれども、市の中で一般的にやられてい

る重点化の中では、大きなプロジェクトが必要であるとか、施設を建

てかえなければならないとか、そういった大きな事業が来る年次を明

らかにして、その年次にきちっと予算が配分できるように年次の調整

をするということで、どうしても必要な重大なプロジェクトがあらか

じめ決められた年次にできるように事業の進行を図っているというの

が、市の重点化というところの考え方かなと思っております。 

 ただ、そういった大きなプロジェクトには環境施策についても大き

く入れられるチャンスであるというふうに市全体でも捉えております

ので、そういった大きなプロジェクトをするときには環境面に対して

も、福祉のバリアフリーなどに対しても、きちっと大きな事業費を入

れていいものをつくっていくという考えで、大きな金額がかかるよう

な重点プロジェクトと言われている事業については、そういった形で

なるべく事業を実施できるように行っているという現状です。 

 以上です。 

石田委員  ３６ページに地球温暖化対策地域推進計画というのがありまして、

これは文章は２３年度と全く変わってないんですけれども、２４年と

いうと京都議定書目標達成計画が出ているんですけれども、これは２

００８年から２０１２年を目標期間で立てているので、「求められて
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います」という書き方をしているんですけれども、これは終わった話

になっちゃうと思うんです、京都議定書に関しては。この書き方は京

都議定書が続いているように読めるんですけれども、２３年も同じ文

章で。きっちりこれは完結した、それに対してどうだったかという評

価はあったほうがいいような気がするんですけども。 

 少なくとも２４年度、２４年というのは２０１２年ですよね。２０

０８年から１２年までに平均で目標達成というのが京都議定書の趣旨

だったので、今年度は結論を出すべき時期だと思うんです。だから、

文章はちょっと変えたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれど

も、書いてあっても全然問題ないですか。いかがでしょうか。ちょっ

とご意見いただきたいなと思ったんですけど。ちょっと不思議な気が

したんですよね。 

福士委員  今、石田委員がおっしゃられたこととも関連があるので、質問も含

めてちょっと発言させていただきたいんですけれども、長森委員も先

ほど６６ページのところで質問されたので、それとも重なり合いがあ

ると思うんですけれども、まず質問のほうから先です。 

 １つは、６６ページの上から５行目に「基準年度を平成１８年度と

定め」と書いてあるのは、これはいつこういうことを定めたんでしょ

うか。平成１８年度というと、西暦でいいますと２００５年ですよね、

今、石田委員がおっしゃったように、京都議定書の関連でいうと、基

準年は１９９０年ですけれども、最近、内閣がかわる中で新しい削減

目標は２００５年にかわっていますよね。小金井市としては、それに

先立って平成１８年度を基準年としているということなんですけれど

も、これは１行目に「温暖化対策の推進に関する法律において地方公

共団体の責務を定め云々」と書いてありますけれども、そこのところ

に基準年を２００５年とするというたぐいのことが書かれてあったん

でしょうか。これは何がもとになって基準年が２００５年になってい

るんでしょうか。ちょっと教えていただきたいんですけど。 

荻原副主査  実行計画を、これは市役所の事務事業編なんですけれども、１９年

から２２年までがつくった最初の計画年度だったんですけれども、そ

れが終了しまして、２３年から２６年までという第２期の実行計画の

計画期間に今入っています。 
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 それで、基準年をどこにもっていくかというときに、地域推進計画

に合わせて平成１８年度にいたしました。 

福士委員  継続性ということを問題にしたときに、途中で基準年が変わってし

まうと、そもそも前提のところが変わってくるので、ここの四角の中

に書かれた数字もある意味でいうと、人為的に操作されているという

ことだと思うんです。今の発言というのはちょっと斜め読みしていま

す。９０年から時系列的に追いかけていったら、どうなのかという問

題と、途中から基準年が２００５年に変わったので、数字そのものが

大幅に変わってくるということなので、この十数年の間ということを

議論する必要はないのかということなんです。この数年の間の推移と

いうことを、おそらくこの環境報告書の中では述べるというスタンス

で書かれてあると思うんですけれども、それでいいのかどうかという

ことなんです。 

 そもそも小金井市で定めた目標数値云々ということがあって、それ

はこの数年のことに限定されているなら、それはそれでいいんじゃな

いでしょうかといえば、そうなのかもしれませんけれども、資料編で

も結構なので、９０年ぐらいから追いかけた数字を参考程度に載せて

いただいておくということが必要なんじゃないのかなということを発

言したいんです。そうしないと、石田委員がおっしゃられたことと符

合しなくなってしまうような気がするんです。それが申し上げたいこ

との１点です。 

 ２つ目は、この環境審議会でも２年か３年ぐらい前に、排出係数が

大幅に変わりましたという話がありましたね。そこで小金井市から出

される温室効果ガスの排出量も大幅に減ったという話があったと思う

んですけれども、そのことはこの四角の中に書かれた数字の中に反映

されていると見るべきなんですよね。そこがよくわからなくて。 

 先ほど長森委員がおっしゃられたことの繰り返しになるかもしれま

せんけれども、平成１８年度の排出量は４,６８５キログラム程度で、

２３年度、これは東日本で大きな震災があった影響だと思うんですけ

れども、節電意識が非常に高まって６.１％減っているということで

すね。ところが、平成２４年度になると、これが逆に１５.６％も増

えている。６.１％減って、１５.５％増えているわけですので、２
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１％以上もわずか１年で増えている。 

 こういう勘定になるんですけれども、具体的な事柄については、ま

たお知らせしますということが先ほど答弁の中であったと思うんです

けれども、これ何なんでしょうか。そもそもとして、なぜこんなに１

カ年に２０％程度も増えてしまうことになるのか。データはもうお持

ちだというお話ですからあれなんですけれども、これが決定的な要因

なんだということをこの環境審議会で教えていただけないでしょうか。

そうしないと、２６年度に１０％も減らすと言っているわけですから、

あと２カ年しかないわけじゃないですか。目標数値を達成するという

のがあるので、その辺のこともちょっと教えていただきたいんですけ

ど。 

 発言はその２点です。 

荻原副主査  どうして上がってしまったのかという、その部分の書き込みが足り

なかったということで、今後、ちょっと書き足していきたいと考えて

いるんですけれども、その上がってしまった要因といたしましては、

以前、２４年度の温室効果ガス排出量がまとまったということで審議

会のほうでも多分資料をお出しして、そのときにもこれはお話しして

いるかと思うんですけれども、１番の要因は、先ほどお話に出ました

けれども、温室効果ガスの排出係数が昨年度よりたしか二十数％上が

ってしまっているので、その影響が一番大きいところです。 

 それから、次に考えられるのは市民交流センターですけれども、そ

れが２３年度の数値の中には１カ月分の燃料の使用量しか入っていな

いんですが、それが２４年度初めてフル稼働しまして、１年間稼働し

ましたので、その１２カ月分の燃料使用量が加算されているというの

が２つ目の大きい要因だと。 

福士委員  たしかそのときにも議論になって、大きな箱がぼんとできたので、

それは前年度ないわけですから、その分つけ加わって、排出量が増え

るということはたしか議論したことがあって、箱ものが１つ増えちゃ

うと、こうやって数字の中にぼんと増えるというのは、これでいいん

だろうかという素朴な疑問を出したことがあるんですけれども、問題

は第１点目のところですよね。 

 排出係数が変わったんだから、排出量が増えましたという説明だと、



 

 － 18 － 

先ほどの私の素朴な疑問の読みかえなんですけれども、排出係数を変

えたにしても、その変わった排出係数を変わらない前の数字に置きか

えてみないと、時系列的に同じ基準に立っての推移というのがわから

ないんじゃないでしょうか。 

荻原副主査  そのときも、たしかこの排出係数で左右されちゃうのはいかがなも

のかというところで、実際の燃料使用量がどれくらい推移しているか

という資料もお出ししているかと思うんですけれども、それでいうと

燃料自体、主なところは電気、都市ガスなんですけれども、１３％ほ

ど前年より増えてしまっている。それはどこの施設がそんなに増えて

いるのかなというのを見たんですけれども、特段この施設がすごい増

えているとかというよりも、各施設で大体１０％前後増えてしまって

いたんです。それは２３年度に極めて特殊な節電をしていて、２４年

度は通常業務に戻ったということで、１０％ぐらいずつ各施設で電気、

ガスの使用量が増えてしまったんじゃないかなというところです。 

福士委員  そうですか。それじゃ、ちょっとお願いですけれども、この６６ペ

ージの記載は途中で排出係数が変わったことによって数字が大幅に変

更になっていると。そこについて追加で記載していただいて、この環

境報告書というのは我々ばかりじゃなくて、一般の市民の方が見られ

るという性格のものなので、そこについての情報がなければ、この四

角の中に囲まれた数字がひとり歩きしてしまって、なぜ２３年度から

２４年度にこうやって大幅に増えたのかという説明もなかなか合点が

いかないと思いますので、ちょっと追加記載をお願いしたいんですけ

れども。 

荻原副主査  それは修正を加えたいと思います。 

石原課長  基準年の考え方ですけれども、地球温暖化の地域推進計画をつくる

ときに基準年をどこにするかということについては、推進計画の策定

委員会の中でも話題になりました。 

 その中で、なぜ平成１８年度を基準年度にしたかということについ

ては、この計画をつくったのは平成２１年度だったんですが、東京都

の自治体全てで、各市域、区域、町域、村域ごとの温室効果ガスの排

出量を推計するプログラムがつくられているんですが、それは２年後

ぐらいに推計が終了するということで、平成２１年当時に直近で把握
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できる温室効果ガスの排出年度が平成１８年度であったことから、直

近の年度を基準年度とするというふうに議論をまとめて、平成１８年

度がこの地球温暖化地域推進計画の中で基準年度として採用されたと

いうことです。 

福士委員  バックグラウンドはよくわかるんですけれども、一般的には２００

５年という数字は日本全体では温室効果ガスの排出量が非常に増えて

いる時期で、その増えている時期に対して目標数値として何％減らす

であったら、それは全体としてはそんなに減ってないといいますか、

特に９０年比でいうと、むしろ減るどころか増えている可能性だって

あるわけですから、時系列的に同じ前提の上でやるんだったら、途中

で基準年を変えるというやり方はちょっと恣意的だなという気がする

んです。 

 自治体レベル全体で２００５年度を基準年にするということを決め

たから、それをやるということはいいんです。だから、こういうとこ

ろに反映していただいてもいいんですけれども、大事なことは自治体

が温暖化に対してやさしい施策をとっているかどうかということです

から、基準年を変えたとか、温室排出係数を途中から変えたとかいう

ふうに時系列的に数字の一貫した追跡ができないようなやり方という

のは相当まずいなと思っているので、それをただし書きで結構なので、

わかるようにしていただくことが大事なんじゃないのかなと思うんで

す。ただし書きということが難しかったら、例えば一番最後のほうに

追記とか、参考として、注記で構わないので、そういうふうにして、

論理がちょっと飛躍するというんじゃなくて、一貫性があるという建

前をとったほうがいいんじゃないのかなと思うんですけれども。 

 以上です。 

南会長  よろしいでしょうか。記述していただけますでしょうか。 

石原課長  検討させていただきます。 

南会長  ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。 

長森委員  ３９ページの環境基本計画の推進に関することの部分の財源の確保

ですけれども、ここで「『環境基金』に積み立てています。『みどりと

公園基金』があります」ということを書いておられるんですが、ここ

ではその数字まで明記しなくてもいいかと思うんですけれども、大体
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どれぐらいあって、どんなふうに使われるんですか。こう書いただけ

ではその辺のイメージが全くわかないので、もし若干でもよろしけれ

ば説明いただきたいと思います。 

中谷部長  環境基金のほうは、今うろ覚えで申しわけないんですが、後で正確

なものに訂正させていただくという前提で言うんですけれども、１６

億円ぐらい多分あると思ってございます。ちょっとごめんなさい。み

どりと公園基金については私のほうで今数字は持ってないんですけど。 

石原課長  みどりと公園基金についても、年度内に公園の整備や緑地の買収な

どの費用として支出するための基金でございますので増減がございま

すが、１億円に近いか、それを割ったりとか増えたりとか、そういっ

た形の増減を繰り返しているということで、十分な緑地の買収などが

できるというほどの金額は積み上がってないという状況です。 

長森委員  環境基金のほうは積み上がりは。 

中谷部長  今年度もたしか一般財源が２億円の積み増しをしているという考え

方になっていると思います。ただ、使用目的は条例どおりになってい

るので、そこら辺はどういうふうに使われるということについては明

確に、今、何か使用目的がということはございませんけれども、計画

的に。基本的にはごみの有料化の手数料のほうが、パーセンテージで

毎年積み上げるという形になっていますので、あとは一般会計から、

計画的に全体の財政運営を見ながら、各基金に積み上げるという運用

をさせていただいているということでございます。 

石田委員  ちょっと漠然とした質問になってしまうかもしれませんけれども、

第３章で取り組みをいろいろやってきたと思うんですが、何で一番頑

張ったかというのは、全体の総括みたいなのは無理ですか。ともかく

全部見ていかれるんですか。今年度はここが頑張ったから、ここ見て

ねというのは難しいんですかね。 

碓井係長  これは中心になっているのは環境政策課のほうで間違いないんです

けれども、多くの事業にわたっておりますので、どの基準で判断する

のかといった部分も出てきますので、なかなか難しいのが実態なのか

なと思うところですけれども。 

石田委員  わかりました。多分、重点施策というのをあげていれば、今私が申

し上げたようなところがすぐわかると思うので、先々はそういう形を
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考えられたらいいかなと思います。全部ベタ、同じ重さだと最後まで

見るうちに、多分３分の１ぐらいで挫折する人が多いんじゃないかな

と思うんです。私は責任があったので、一応最後まで読みましたけれ

ども、ちょっと一般人にはきついかなと。だから、どこを見てくださ

いというのがつけばいいかなと思いました。今回おっしゃるような意

味では理解できますけれども、先々はどうでしょうかねということで、

可能なことをしていただければと思います。個人的な意見ですけども。 

南会長  よろしいですか。活発な意見が出たようなんですが。 

三宅委員  資料編の表あるいはグラフなんですが、ざっと見た中で、単位がな

いのが見られるところですが、再度ご確認だけしていただいたらよろ

しいのかなと思うんですが。よろしくお願いします。 

南会長  例えばどこの。 

三宅委員  例えば６５ページの表ですね。温室効果ガス排出量、これは多分キ

ログラムだと思いますが、ないんですよね。 

福士委員  キログラムという表示がないんじゃないかと。 

石田委員  いや、入っていますよね。 

三宅委員  いや、上のほうです。 

石田委員  上の数字ですか。そうですよ。おっしゃるとおりで、時々単位は何

だろうなと。たまにありますよね。 

三宅委員  私は素人なものでよくわかりませんが、例えば６０ページあたりの

付着藻類の数字は一体何なのかと。その前の５８ページあたりに湿重

量というふうにあるんですけれども、これは何のことかよくわからな

いんですね。５４ページから５９ページまでずうっとあるんですけど。 

石田委員  湿重量というのは湿重量の単位はグラムですと。説明が６０ページ

にあることはあります、まとめて。ただ、おっしゃるとおり、そこま

でいかないとわからないから、ちょっとつらいかもしれません。 

石原課長  ちょっとわかりやすく工夫させていただきます。 

大堀委員  ５０ページなんですけれども、衛生害虫の発生相談状況というのが

ありますね。それで、ネズミの相談が増えていますと書いてあるんで

すけれども、これは環境政策課にどのように相談するんですかという

か、例えば一個人で行ったとしたら、どういうふうに環境政策課のほ

うにお話しするとかっていうことはあるんですか。 
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碓井係長  窓口に直接お越しになる方もいらっしゃるんですけれども、大体の

方がお電話で、ネズミに困っているんだけれどもみたいな形でいただ

くことがほとんどです。 

大堀委員  そうなんですか。結構多いですよね。あとの処置は自分で、駆除し

たりするのは。 

碓井係長  市役所のほうではこちらのラットボード、あと殺鼠剤、すぐにころ

っと死ぬものではないんですけれども、食べるとだんだんに弱ってい

くみたいな、そういうホームセンターで売っているようなものになる

んですけれども、そちらのほうを一応試供品という形で少量お渡しは

させていただきまして、それで試していただいて、効果が出るようで

したら、あとは皆さんでご購入をお願いしますという形でお願いをさ

せていただいております。それと、完璧な駆除の場合は、駆除専門業

者がございますので、そういった有害生物の駆除の業者さんが集まっ

てつくっている東京都の社団法人がございまして、そちらのお電話番

号を紹介させていただいて、皆さんでご連絡をしていただくという形

でお願いしております。 

大堀委員  そうですか。わかりました。 

 それで、ハクビシンというのもその他のところで出ていますよね。

農作物なんかの被害が結構言われているんですけれども、ハクビシン

に対しては、市のほうではやっぱり同じようにやるのですか。もし出

たというお電話を環境政策課のほうにお伝えしたら、どのようになる

んですか。 

石原課長  農作物被害の場合、外での被害になってくるので、それの駆除相談

というと、箱縄を仕掛けたりとかという、専門業者の手でないと駆除

はできないのかなというところがございまして、私どものほうで家の

天井裏で大きな音がして、ネズミとは思えないというご相談に対して

は、防護策として天井から出たときに通気孔の穴のところに金たわし、

スチールたわしなどを詰めるなどして入られないようにすると、天井

裏で音がするような被害は軽減できますよとか、あとバルサンなどを

たいてみるという防護策もあるようですというアドバイスをするなど

して、専門業者の駆除を検討したいという方には先ほどと同じ社団法

人を紹介して、費用や自己防衛ができないかということを相談した上
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で、ご自分の判断で専門業者に依頼するか、ご自分で防除するかとい

うことを検討くださいというアドバイスはさせていただいています。 

大堀委員  はい、わかりました。この数は去年より今年というか、年々増えて

いる傾向にあるんですか。 

石原課長  ネズミは昨年２３５から１５２ですので、ネズミについては減って

きている。それから、ハクビシンと思われるその他は昨年度３０だっ

たのが４２で、ハクビシンの被害は増加傾向にあるのかなと思ってお

ります。ネズミは古い家屋の解体などが集中して行われる年度などに

はちょっと増えるという傾向もありますので、そのあたりは市内の家

屋の建てかえとかが盛んに行われる年か、そうでないかというところ

でちょっと減ってくるということです。 

石田委員  ちょっと今ので、重箱の隅を突つくような話ですけれども、３年前

まで立ち返ると、２２年が３４２で、２３年が２３５で、今年が１５

２なんです。だから、私、この数字を見て増えていますじゃなくて、

何かそれなりに対策されて、実は減ってきているのではないかなとい

う気もしていたので、聞く気はなかったんですけれども、今、話が出

てきたのでついでに。実際は何か対策されて、改善されているわけで

はないんでしょうか。減ってきている理由は何かある。ネズミにとっ

て環境が悪くなったから、減っているというのももちろんあり得ると

は思うんですけれども、対策されているわけではないんですか。 

石原課長  ネズミについては一時期、報道などでもかなり取り上げられたこと

もあって、それに比べると、今年、去年あたりはネズミに対する報道

は減っているというところで、皆さんの注意が一定の防除に結びつい

ているのではないのかなというところもあります。例えば家の中を片

づけるだけでもネズミの防除に対して有効だというお話もございます

し、そういった注意をするということが定着しているということで減

っているという側面もあるかもしれません。 

石田委員  わかりました。 

長森委員  若干重複するかと思うんですけれども、報告書のつくりとして現状

はこうなっているよと。この１年間にたくさんの施策を行いましたよ

という報告は確かに書いてある。それはよくわかるんですけれども、

さっき報告がありましたように、重点目標とか、これはやるんだとい
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うことがはっきりされてなかったために、目標とされる数字の出し方

とか、目標は達成できたのかという感じのつくりになってないなとい

う印象が全体にある。 

 この裏返しなんですけれども、行政として一体この１年間にどんな

問題意識を持ったのか、問題意識を感じたのはどんな部分なのか、そ

して何を改善したいと考えているのかというのを市民に対して、この

報告書によって呼びかけるというのか、問題提起するという議論も本

来あっていいんじゃないかなと思うんです。その辺のことについてい

かがかなと。 

 部分的に、具体的に例えばいいますと、１３ページの環境学習の構

想や計画をつくり進めるというのがありますよね。環境学習について

教育委員会、学校を通じていろいろやっておられると思います。そし

て、環境市民会議なんかもいろいろな形で支援しているんですけれど

も、実際には、例えば先生がかわられたり、校長先生がかわってしま

うと、ビオトープの田んぼが荒れ果ててしまうとかいうことがしばし

ば起こりますよね。それを上のほうでは小金井市らしい環境教育をや

りたいというふうに書いています。 

 そしたら、環境政策課が中心になって、教育委員会と各学校、ある

いは市民会議などを巻き込んで、横串を通して何か動かしていくとい

う横断的な活動がおそらく必要だと思うんです。小金井市の行政の中

であちらこちらで言われていることだと思うんですけれども、各部が

横断的なことに対する問題提起、問題意識というのは、例えばこの一

番最後の今後に向けてですね。今後に向けてというのは、どちらかと

いうと環境政策課さん独自でやられるテーマが中心になっているんで

すけれども、それ以外に市民による目とか、市役所の横を通してとい

う目の配り方も、こういう報告書にできたら含めていただけたらいい

と思います。 

石原課長  この報告書は市民の方も目にするものでございますので、そういっ

たものは環境のＰＲのツールとしても使えるというご趣旨については、

そのとおりかなと思ってございまして、例えば地球温暖化の問題など

でも、ぐっと数字的なものを目標数値に近づけていっているような現

状があれば、ここの中でも大見えを切って、これだけ減っていますか
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ら、目標年次には達成が可能と思われるみたいな書きぶりもできるん

ですけれども、なかなかそういうふうに胸を張れる部分が少なく、い

ろいろな測定的なところで環境基準にほとんど達していますとか、そ

の程度の書き込みをするのが精いっぱいな年度であったかなと思って

おります。 

 それから、横断的な環境への取り組みや市民との連携でございます

けれども、こういったものは継続していくことが一番の力かなと思っ

てございますので、そういった人員体制の変更などによって一時期落

ち込むようなことがあっても、それをそのまま放置せずに続けて粘り

強く環境施策の浸透を図っていくということが、結果的には目標達成

への一番の近道かなと思います。 

寺田委員  ５１ページから５３ページのところで井戸水とか地下水の調査をさ

れていると思いますが、情報として教えていただきたいんですけれど

も、地下水の例えば硝酸性窒素とか亜硝酸性窒素というのは年々上が

ってきているんでしょうか。というのは、場所によっては健康項目の

１０ｐｐｍに引っかかりそうな、結構近い値が検出されていると思う

んですが、この点に関して過去のデータ等があるようでしたら、教え

ていただけますとありがたいんですが。 

石原課長  硝酸性窒素の環境基準の超過ですけれども、ここ数年、同じ箇所に

おいて環境基準ボーダーだったのが翌年度は超えて、またボーダー以

下に下がるのとほぼ横ばいの状態で、新たに硝酸性窒素が環境基準を

超過したような箇所はなく、経年的に高いところが環境基準の上をい

ったり、下をいったりという状態を示しているというのが全市的な傾

向です。 

南会長  ほかはいかがでしょうか。石田委員のほうはよろしいですか。 

 では、意見も出尽くしたようなので、本議案については終了させて

いただきます。 

 では、（３）その他なんですけれども、事務局のほうから何かあり

ますでしょうか。何もないですか。 

石原課長  はい。 

南会長  それでは、この議案も終了いたします。 

 では、次に報告事項（１）小金井市内の空間放射線量測定について
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です。 

石田委員  ちょっと補足なんですが、資料３で放射能の測定が出ているんです

けれども、環境報告書にも出ているんですが、除染実施ガイドライン

が今回出ているんですけれども、これは制定されたのは２３年１２月

ごろですか。ホームページを見ると、平成２３年１２月から２４年何

月までとか、そのような書き方がしてあったんですが、その直前にガ

イドラインは制定されたんでしょうか。昔から制定されていたんでし

たっけ。 

石原課長  文部科学省のほうで学校の除染のガイドラインを作成しまして、そ

れを参考に、小金井市において公共施設の除染基準はどうするかとい

うことを念頭につくったものでございまして、平成２３年が東日本大

震災の年ですね。平成２３年１２月ごろに作成したものです。 

石田委員  わかりました。ありがとうございます。 

南会長  では、報告事項（１）小金井市内の空間放射線量測定について、事

務局からお願いします。 

荻原副主査  今年度につきましては、３カ月に一度、市内の４３カ所で定期的に

測定を行っております。それの一番新しいデータ、一番新しいといっ

ても８月なんですけれども、そこに４３カ所の数値が出ております。

数値といたしましては０.０４から０.０９マイクロシーベルトという

値で、安定しております。それから３カ月たちました今、１１月分の

測定を各担当課のほうで測定している最中でございますので、これが

またまとまりましたら、次回の審議会のときにでもお知らせしたいと

思います。 

 以上です。 

南会長  ありがとうございました。 

 では、ただいまの説明に関して意見とか質問ありますでしょうか。

ないでしょうか。では、ないようですので、本報告事項についても終

了させていただきます。 

 では、（２）小金井市環境基本計画改訂についてですが、事務局の

ほうからお願いします。 

碓井係長   それでは、小金井市環境基本計画改訂作業の進捗状況につきまして、

委託事業者サンワコンさんよりご報告させていただきます。よろしく
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お願いいたします。 

サンワコン桶谷 サンワコンの桶谷でございます。よろしくお願いします。 

 お手元の資料４－１がアンケート調査結果の概要速報版でございま

すので、そちらの説明をさせていただきます。 

 アンケートの実施概要ですけれども、対象は小金井市在住の１８歳

以上の男女３,０００名を無作為抽出という形で、郵送配布、郵送回

収によって実施をいたしました。 

 調査期間は今年９月１２日から９月３０日までの約２週間行ってお

りますけれども、その間の有効回収率は９２９強になっております。

３,０００名の中には外国人の方も８０ぐらい含んでおりまして、９

２９のうちの７名については外国人の方からの回答になっております。

有効回収率は３１％ということでございますけれども、以下アンケー

トの返送期限は１１月末までになっておりますので、この後も数通か

えってきておりますので、最終的にはそれらも加えた形で集計をまと

めたいと思っております。ただ、大きな変更はおそらく今回の報告と

はあまり変わってないだろうということでございますので、そのよう

にご理解いただければと思います。 

 まず、１ページ目、総括のところでございますけれども、こちらの

ほうは男女別にどれぐらいの回答率があったとか、年齢層別に見ると

こうであったというところをまとめております。 

 そして、おめくりいただきまして２ページのところでございますけ

れども、まずは環境を守ることや市の取り組みに対する考えというこ

とで聞いております。 

 小金井市の環境を守ることについての考え方につきましては、「環

境を守ることは大切」という考えを持っておられる方が大半というこ

とですが、それに対して「生活が不便にならないほうがよい」という

考えを持っていらっしゃる方もその中の３分の２、６２.９％いらっ

しゃったということであります。 

 それから、小金井市の環境を守るために望ましい取り組みの考え方

ということで、こちらにつきましては「市全体が一体となって取り組

みを進めるべき」という考えの回答者が６１.２％で、最も多かった

ということでございます。 
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 ３点目、市の「目指す環境像（将来像）」及び「基本目標（分野別

目標）」の認知度ということでありますが、「環境基本計画があること

を知らない」、あるいは環境基本計画にある「目指す環境像や基本目

標を知らない」と答えた方が８２.８％と大多数を占めております。

ということで、環境基本計画の認知度はかなり低い状況にあります。 

 それから４点目、基本目標ごとのこの１０年間の進行状況の評価と

いうことでございまして、詳しくはその後の１３ページにございます

けれども、基本目標は８つございまして、それぞれに取り組みがぶら

下がっておりまして、計２８の取り組みについて、選択肢「期待通り

に進んだ」「ほとんど進まなかった」「わからない」ということで聞い

ております。 

 それで、「期待通りに進んだ」と回答された割合が大きかった取り

組みとしては、「ごみを出さない」「資源循環の推進」「廃棄物等の適

正処理」といった「ごみ・資源」に関する取り組みがかなり評価割合

が高くなっています。 

 それに「歴史的文化的遺産の保全」という取り組みを含めて４つの

取り組み以外の２４の取り組みについては、全て「期待通り進んだ」

という割合よりも「ほとんど進まなかった」という割合のほうが高く

なっていまして、評価結果は低い状況が見てとれます。 

 それから、基本目標に関連した取り組みとして、最も力を入れるべ

きだと思うものということで、８つの基本目標ごとに最も力を入れる

べき取り組みを聞いているわけなんですけれども、まず環境活動のネ

ットワークづくりにつきましては、「環境に関する情報を収集し、適

切な方法で市民に発信する」ということに力を入れてほしいと約４割

の方が答えていただいております。 

 ３ページに移りまして、２つの目の基本目標であります緑を守り育

てる取り組みにつきましては、「街路樹や公共施設の敷地内での緑化

を推進する」「寺社境内の樹林、河川敷の緑など、まとまった緑を保

全する」、こういったものが多く回答されておりまして、傾向として

は公的な場所の樹林や緑地の保全、緑化といった取り組みを重視して

いる傾向にあるかなと思っています。 

 ３つの目の基本目標、地下水・湧水・河川の水循環の回復につきま
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しては、「地下水や河川の水質を保全する」という取り組み、こちら

のほうが３６.９％で多い。続きまして、小金井市の特徴であります

「雨水の地下への浸透を促進し、地下水を涵養する」、こういったも

のが高くなってきております。 

 自然環境の保全につきましては、「緑や水に親しめる散策路などを

整備し、自然にふれあう機会をつくる」というのが４２％で、多くな

っております。 

 ５つ目の公害の防止につきましては、土壌、大気、河川の水質につ

きましてもほぼ同じぐらいの回答率で挙げられておりまして、平均的

に見て隔たりなく公害防止対策に取り組むことが望まれていると言え

るかと思います。 

 ６番目の小金井らしい景観づくりにつきましては、「市内に残され

ている歴史的・文化的な遺産を保全・継承する」、これが最も多くて、

３９.２％ございました。 

 次に４ページにまいりまして、７つ目の資源循環でございますけれ

ども、こちらは「適正なごみ処理を推進する」「ごみの分別を徹底し、

リサイクルを推進する」という、３Ｒに関するようなところが高く回

答がされております。 

 地球環境の保全ということで、「温暖化対策として省エネや再生可

能エネルギーの利用を推進する」が過半数を超えて目立って多くなっ

ております。 

 次に、日頃の環境行動ということで、詳しい結果は２３ページのほ

うにございますけれども、「小金井市環境行動指針」に記載されてい

ます環境行動につきまして、取り組み状況を聞きました。選択肢は

「いつも必ずしている」「気がつけばしている」「しないことが多い」

「したことがない」という選択肢になっております。 

 それで、「いつも必ずしている」というのが５０％を超えている行

動といたしましては、「水道の蛇口をしめる」「生ゴミを水切りする」

「不必要な電源はつけない」「冷暖法温度を控えめにする」「徒歩・公

共交通を利用する」「ポイ捨て・歩行喫煙はしない」「マイバックを持

参する」「ごみは分別して捨てる」といった８行動が挙がってきてお

ります。 
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 これに対しまして、「したことがない」というのが５０％を超える

行動といたしましては、「雨水をためて庭にまく」「水や緑の維持管理

に協力する」「地域の美化活動に参加する」「環境学習活動に参加す

る」といった４行動が挙げられております。 

 そして、「しないことが多い」「したことがない」という行動につき

まして主な理由としまして、「場所・機会がない」「時間的な余裕がな

い」というところが多く回答されております。さすがに「環境に良い

と思わない」という回答は０.７％、わずかはあるんですけれども、

少ない状況でございました。 

 次に、家庭での環境配慮製品の導入状況ということで聞いておりま

す。 

 最初の住まいの住宅の形態については参考的なことでお聞きしてお

りまして、次の省エネルギーや自然エネルギーを考慮した設備の導入

状況と予定ということで、「太陽光発電」「太陽熱温水器」「高効率給

湯器」「断熱材・ペアガラス」「薪ストーブ・ペレットストーブ」「雨

水貯留タンク」という６つのくくりで聞いております。 

 それで、今年度導入予定状況ですけれども、全ての設備であまり高

い導入意向は見られませんで、「特に導入意向なし」とした人は３

０％を超えていたということであります。特に「薪やペレットストー

ブ」「太陽熱温水器」については、それぞれ５０％を超える回答率と

なっておりまして、導入意向があまりないということであります。 

 それで、導入意向が高いか、あるいは既に導入しているというもの

につきましては、「断熱材・ペアガラス」、「高効率給湯器」、この設備

についてはかなり高い状況でありました。 

 あとは、この３年間に家電とか自動車の購入状況はどうであるかと

いうことを聞いております。家電につきましては、「買い替え」「新た

に購入」を加えますと６割のご家庭で買いかえがあったということで

あります。自動車の購入につきましては、こちらのほうは「購入・買

い替えはなかった」とするのが最も多かったということであります。

特徴といたしまして、３８％、４割近くの人が「自動車を所有してい

ない」と回答されています。ここら辺は小金井市さんの特徴かなと思

っております。 
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 それから、家電製品や自動車を購入した際、今後購入する際に最も

重視したことでございますけれども、「経済性」「機能・使いやすさ」

が多く回答されております。「環境への影響」といったところは、１

６.５％等の方が重視されているということであります。 

 次にいきまして、６ページのほうで最後に自由意見として聞いてお

りまして、今後の環境保全の取り組みの進め方についてということで、

次期環境基本計画で取り組むべき新たな環境問題で何かありますかと

いうようなことであります。自由意見ですので、多くの意見が記載さ

れていまして、整理を進めている段階なんですけれども、目についた

ものとして以下に３つほど挙げております。１つ目はエネルギー問題

／再生可能エネルギー導入、放射能問題、ＰＭ２.５の問題というと

ころが、ある程度複数の回答者から挙げられているかなと感じており

ます。 

 それから、今後の市の環境保全の取り組みの進め方などについての

意見・要望といたしましては、市からの情報の提供方法に関するもの

が多く挙げられるかなと思ってございます。 

 あと、７ページ以降につきましては、それぞれの状況をグラフで示

しておりまして、さらに詳細な回答を加えているところでございます

ので、また後ほどごらんいただければと思います。 

 以上です。 

南会長  ありがとうございます。 

 資料４－２のほうは。 

サンワコン桶谷 じゃ、進めてよろしいですか。 

 資料４－２につきましては、あわせて事業者・市民団体さんに関し

ましてヒアリングを実施させていただいております。 

 実施方法は、おめくりいただきました３ページにありますようなヒ

アリングシートを用いまして、面談で行う場合、電話で行う場合、郵

送、Ｅメール等で回答を依頼する場合という形で分けて実施をいたし

ております。 

 実施状況でございますけれども、事業者さんへのヒアリングにつき

ましてはここに挙げております８社、全て実施済みでございます。そ

れから、市民団体等につきましては４つのジャンルに分けておりまし
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て、トータルで２０者ヒアリングをしております。まだ日程調整中と

いうところもございますけれども。 

 １つがエネルギー・まちづくり全般ということで８者、これは全て

実施済みとなっております。実は環境市民会議さんは、環境基本計画

の推進に関しましてはいろいろご努力いただいておりますところもご

ざいますので、そちらのほうは各部会にヒアリングをするという形を

とっております。 

 それから、２つ目の生物多様性分野では３者の団体を選定しており

まして、１者を除いて実施が終わっております。 

 それから、都市システム分野ということで、ごみとか、水循環とか、

都市景観というところを想定して聞いております。４者のうち３者と

なっております。 

 次いきまして、２ページで環境教育・絆づくりの分野といたしまし

ては５者ということで、実施済みが４者ということでありますが、こ

の資料は２１日現在のものでございますので、その後、東京学芸大学

さんのほうとは２回のヒアリングを行っておりまして、ヒアリングの

ほうも完了しております。 

 それから、事業者さんで対面でヒアリングできなかったところにつ

きましては、アンケートという形で、郵送での回答をお願いしており

ます。１５社送りまして、○のついております８社から回答がござい

ました。 

 ３ページは様式になりまして、４ページ、最後のページになります

が、ざっと見たところ、主な意見としてこういったことが言えるので

はないかというところを整理しております。 

 １つ目の小金井市環境基本計画やその取り組み内容に関する認知度

という点では、先ほどアンケートにもございましたけれども、基本計

画の存在自体を知らない事業者、市民団体の方たちが多かったなとい

う印象でございます。 

 ただ、傾向といたしましては、事業者の方のほうが知らない方が多

いかなということでありまして、逆に事業者さんのほうからは、うち

の事業所には市外から通勤している人もいるんだけれども、その方た

ちに周知する手段がないということも指摘されています。 
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 そういうこともありまして、基本計画に記載されている取り組みと

いうのは、当然のことながらあまり意識されていないという状況が明

らかになりました。 

 それから、環境保全の取り組み状況につきましては、基本計画云々

に関係なく、それぞれの活動目的に沿って環境保全が取り組まれてい

るかなという状況です。特に事業者さんの場合ですと、事業活動にお

ける環境配慮が必須となっておりますので、例えば運輸業ではグリー

ン経営認証、小売業では都の温暖化対策の計画書制度がございますの

で、そういった計画書に基づく取り組み、こういったものが進められ

ている状況であります。 

 片や市民団体さんのほうでは、必ずしも環境だけを目的とせず、広

くまちづくりとして活動に取り組んでいる団体が多いかなというとこ

ろでありまして、ただ、それらの団体のほとんどが、「水」と「緑」

というものを小金井市の特性として捉えて活動をされているというこ

とは感じました。 

 市民団体、事業者ともに総じてごみ減量等のごみ問題に対する関心

は高いかなということと、東日本大震災以降の取り組みで節電に対す

る取り組みが強化されているということを感じています。 

 それから、今後検討している環境保全の取り組みについてというこ

とでお聞きしていまして、ただ、これにつきましては特に今後考えて

いることはないとおっしゃる方が多かったと思っております。これま

での活動を継続して取り組むという主体がほとんどだったかなと思っ

ております。ただ、今後の取り組みとして挙げられたところでいいま

すと、まとまった緑としての農地の保全、道路における透水性舗装、

こういった水と緑に関する取り組みをやっていくべきだとか、環境学

習の取り組みをもっと広げていきたいという声が多く聞かれたかなと

思います。 

 活動を進めていく上で不足していることでございますけれども、事

業者からは環境への取り組み、例えばごみ減量・リサイクルなどを進

めていくに当たっては経費がかかりますねということで、ちょっとし

たことでもいいので支援策があるとよいという要望が聞かれました。 

 市民団体さんからは、組織の高齢化が進んでおりまして、後継者が
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育っていないというところがかなり大きな問題としてクローズアップ

されております。当然何か活動したときに、リーダーになる方、ある

いは市民の方を交えたときにファシリテーターとなって活動される方

が不在であるということで、人材に関する課題が多く挙げられたかな

と思っております。 

 そして、これまでの活動成果として、いろいろなデータとかノウハ

ウが出てきているわけですけれども、これを活用できる形で蓄積して

いくことが必要ではないかという認識が多く示されております。 

 そして、活動の場とか、先ほど議論の中でも出ていたかなと思いま

すけれども、ネットワーク（横の連携）、情報の共有がちょっと不足

しているかなという指摘でございました。 

 あと、さっきの農地の保全にかかわることでございますけれども、

今後、取り組みを予定していても農地の保全に関しましては、例えば

相続税の負担が大きな支障となっているとか、そういう制度的なとこ

ろが問題になっていて、活動に限界があって、なかなか取り組めない

なというところも悩みとしてはお聞きしております。 

 以上でございます。 

南会長  ありがとうございました。 

 ただいま２種類の資料の説明をしていただきましたけれども、今の

説明に対して何かご意見、ご質問ありますでしょうか。 

石田委員  ４－１のところで、例えば２５ページのデータなんですけれども、

これせっかく分けていて、その次に解釈を書いているんですが、例え

ば太陽光発電であるとか雨水とか、おそらく薪・ペレットに関しても、

一戸建て、集合住宅とそれぞれをちゃんと切り分けて評価しないと。

これぱっと見ると、全部一律にやっているように見えるんですけど。 

サンワコン桶谷 今回はまだ速報版でして、そういった集計的なことは今後進めて

いきます。 

石田委員  調整して、一戸建てに対してこれはこれぐらいの感じですね。 

サンワコン桶谷 そうですね。あとは家族構成も実は聞いているわけですけれども、

その辺の属性のデータも少し加味しながら見ていきたいなと思ってい

ます。 

石田委員  このデータを出せと言っているわけじゃないんですけれども、町名
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が出てくるのがありましたよね。どこの町は何人とか、梶野町は１％

だな。単純に絶対数を抜いたわけじゃなくて、パーセントね。例えば

投げたところに対して、梶野町は実は９個しか投げなかったけれども、

９個全部来たら、これは立派なものですよね。それがわかるようなも

のを参考として入れていただくと。ほかはわりと回答がなくても仕方

ないと思うんですけども。 

サンワコン桶谷 基本的には２部構成で出しておりますので。 

石田委員  町によってもし偏っているとすると、原因があるかもしれないです

ね。この地区はそういうことにかかわらない。例えば戸建てがほとん

どなくてアパートばかりだとなると、言っちゃ悪いですけれども、低

くなる可能性というのは現実あり得ると思うんです。そういう意味で

実際どのくらいの回答率だったのか、９２９分の何パーセントじゃな

くて。というのも参考資料につけていただけるといいかなと思うんで

す。その２つをお願いしたいと思うんですが。 

南会長  ほかにいかがでしょうか。 

石田委員  それともう一つ、これはできた範囲で結構なんですが、もしも調査

していたら類似のような報告で。例えば２３ページとか、この辺わり

とどこでも調べれば似たような項目が出ると思うんですが、小金井市

としてどこか非常に低いところがあると、ある意味でそこは重点項目

として考えていくということも出ると思うので、もしできれば。個人

情報にはなりませんよね。 

サンワコン桶谷 個人情報にはならないんですけれども、その辺の数字を勝手に使

えるかどうかというのはありますね。市のほうと相談させていただい

て。 

石田委員  あれば、我々もちょっと考えてもらえればなと思っているんですけ

ど。 

大堀委員  ９ページの６）のところで、「市報こがねい」が８.５％という情報

入手率になっているんですけれども、目から入ってくるもので判断す

るほうが自分でしやすいから、そういう数字になっているんでしょう

けれども、市報活用というか、市報に環境のことが載ってないわけじ

ゃないと思うんですけれども、見てもらうにはどうしたらいいのかと

いうことはここで考えてもいいんですか。 
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石原課長  我々も環境に関する記事は、市報は貴重な市内の全世帯に配布され

る発行物ですので、なるべく市報への露出というのは増やそうと心が

けて増やしてきているつもりではおりますけれども、もっと効果的に

こういう載せ方とかをすると、もっと読んでいただけるよとか、こん

なに数字をいっぱい使わなくてもわかりやすいよといったご意見をい

ただければ、今後の市報の載せ方の参考にさせていただきたいと思い

ます。 

大堀委員  毎日の生活にかかわるようなことはちゃんとチェックしていると思

うんです。例えば些細なことですけれども、ごみはいつ出すとか、こ

ういうものをこういうふうに出すというか、自分のところはどういう

ふうに何かするとかということは結構敏感なんですけれども、今回出

すような環境報告書なんかもなかなか目を通しづらいですよね。だか

ら、そういうことについて今まで過去いろいろやってこられているわ

けですよね。市民の方から問い合わせとか、そういうこともないんで

すか。 

石原課長  市報での露出は、市内の環境がどのぐらい保全されているかみたい

な記事を毎年報告として載せているほかは、イベント的な記事を載せ

ることが多くて、それに興味がある方だけはすごい、初日の朝８時半

ぴったりから、いっぱいになっては困るということで電話してこられ

たりするんですけれども、そこのターゲットから外れてしまう人は全

く自分の生活とは関係ないというふうに読み飛ばされてしまう。 

サンワコン桶谷 市報への掲載につきましては、今この調査の一環として、庁内の

各課からヒアリングをさせていただきまして、先日、市報の担当の課

のところにもどうですかということをお伺いしたんです。そうします

と、市報ですから、基本的に環境政策課だけをクローズアップして載

せるということは、紙面の都合上できない部分もありますねというお

答えがありまして、ただ、記事が掲載的には少なければ、目次のとこ

ろにぼーんと出して、目につくようにすることはできるでしょうねと

いうところで、掲載のタイミングといったところは考えていくべきな

のかなという気はしました。その辺またいろいろ協議させていただい

て、今回の調査の結果も報告させていただいた中でよい方法を考えて

いければなと思っております。 
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石田委員  今のこれ、もう調査をやってしまっているから、今さら言っても仕

方ないんですけれども、選択肢は複数回答にすべきだと思うんですよ

ね。 

サンワコン桶谷 一応主なものということで、当然いろいろあろうと思うんです。

複数にすれば複数答えられて、あまり差が出てこなくなるんじゃない

かなと思うんですけれども、主なものということにしたことによって、

どれが一番優先して見られているかというのがわかるかなと。そうい

う意図で単一の選択肢にしております。 

石田委員  それだと、テレビ、ラジオ、新聞というのは、最初からそれしかつ

けないのが目に見えていて、逆にアンケートの情報としてはどうかな

と思うんですけど。 

サンワコン桶谷 逆に複数選択でやって、どれも違いが出なかったときに、どうい

うふうに読み取ればいいかというと、それもわからなくなるかなと思

いまして。逆に問題点はこのほうが明らかになるかなと思うんです。 

石田委員  それでいくと、むしろテレビと新聞は考えないで、残りのパーセン

トで低いかどうかを見たほうがいいかもしれないですね。 

サンワコン桶谷 そうですね。おっしゃるとおりの見方はあるかなと感じています。 

石田委員  テレビとラジオと新聞は読まないという人はまずいないから。 

福士委員  今の学生は圧倒的にスマートフォンですから。 

大堀委員  インターネットで見ちゃうから、新聞要らないとかっていう……。 

福士委員  活字文化はないですから、学生は今。 

大堀委員  学生さんは多いですよね。見ないと思う。 

南会長  ほかにいかがでしょうか。時間はもう過ぎていますので、よろしい

でしょうか。では、（２）の基本計画改訂についても終了させていた

だきます。 

 では、最後に（３）その他なんですけれども、事務局のほうから何

かありますでしょうか。 

碓井係長  特にございません。 

南会長  では、次回審議会の日程なんですけれども、またきょうのように調

整いただくということでよろしいでしょうか。 

碓井係長  次回の日程につきましては、平成２６年度の環境施策事業などにつ

いてのご報告などをさせていただくことになっておりますため、３月



 

 － 38 － 

中旬から下旬ぐらいに審議会の開催を想定させていただいております。

また、日程表には記載しますので、よろしくお願いをいたします。 

南会長  ５、その他なんですけれども、これも事務局のほうからは。 

碓井係長  ないです。 

南会長  はい。 

 では、本日の審議会はこれで終了したいと思います。お疲れさまで

した。 

 

―― 了 ―― 


